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（
案
）

総

務

省

○

告
示
第

号

経
済
産
業
省

産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
創
業
支
援

総

務

省

等
事
業
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
六
年

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
産
業
競
争
力

経
済
産
業
省

強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
百
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

令
和
三
年

月

日

総
務
大
臣

武
田

良
太

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

創
業
支
援
等
事
業
の
実
施
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

総

務

省

創
業
支
援
等
事
業
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
六
年

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

経
済
産
業
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
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こ
の
告
示
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年

月

日
）
か
ら
施

行
す
る
。


